
議案第１４３号 

 

   字の区域の変更及び廃止について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、所沢

市内の字の区域について別紙変更調書のとおり変更し、及び廃止する。 

 

  令和７年１２月 １日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 北秋津・上安松土地区画整理事業により新たに整備された道路界等に合わせ、

字の区域を変更するとともに、本土地区画整理事業の区域内の小字を廃止いたし

たく、本案を提案するものである。 
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別 紙 

 

変  更  調  書 

 

大字上安松に編入し小字を廃止する区域 

大字北秋津字下ケ谷戸４８８の１から４８８の８までの各一部、４８９の一部、字阿間巖下

４９０の一部、４９５から４９９までの各一部、５１８の一部、字牛沼道５１９の一部、 

５２０の２の一部、５２１の一部、字茨原前８７６の１０ 

 

大字北秋津に編入し小字を廃止する区域 

大字上安松字道上２８２の１の一部、２８３の１、２８３の２の一部、２８３の３の一部、

３０６の一部、３１１の３の一部、字清水久保３６３の一部、３６４の１の一部、３６４の２

の一部、３７８の一部、３７９の９の一部 

 

大字北秋津字牛沼道に編入する区域 

大字上安松字清水久保３７９の９の一部 

 

小字を廃止する区域 

大字上安松字道上２８２の１の一部、２８３の２の一部、２８３の３の一部、２８４、 

２８５の１、２８６の１、２８７の１、２８７の２、２８８の１、２８８の２、２８８の４、

２８９の１、２８９の６、２９２の１、２９５の４、２９６の１、２９７の１、２９８から 

３０３まで、３０４の１、３０４の２、３０５、３０６の一部、３０７から３１０まで、 

３１１の１、３１１の２、３１１の３の一部、３１１の４、３１２から３１５まで、３１６の

２、３１６の３、３１６の１７、３１７の１から３１７の３まで、３１８の１、３２１の１か

ら３２１の３まで、３２２の１から３２２の３まで、３２３、３２７、３２８の１、３２８の

２、３２９の１、３２９の４、字清水久保３５６の１、３５７、３５８、３５９の２、３６０

の１から３６０の４まで、３６１、３６２、３６３の一部、３６４の１の一部、３６４の２の

一部、３６５の１から３６５の６まで、３６６、３６７、３６８の２、３６９の１、３７０の

１、３７２の１、３７３の１から３７３の９まで、３７４、３７４の２、３７５の１から 

３７５の３まで、３７６の２、３７６の１１、３７７の１から３７７の６まで、３７８の一部、

３７９の１、３７９の３から３７９の８まで、３７９の９の一部、３７９の１０、３７９の 

１１、３８０の１から３８０の３まで、３８１の１、３８１の２、３８２の１、３８２の４、

３８３の１、３８３の４、３８３の７から３８３の１２まで、３８５の１、字谷戸崎１０５７

の１、１０５７の５、１０５８の１から１０５８の３まで、１０５９の１、１０５９の２、 
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１０６０の１、１０６０の６、１０６１の１から１０６１の８まで、１０６２の１、１０６２

の２、１０６３の１、１０６３の２、１０６４の１、１０６４の５、１０６４の６、１０６８

の１１、１０６８の１３、１０６８の１４、１０６９の１から１０６９の９まで、１０７０の

１５、大字北秋津字下川原４３５の１、４３５の３から４３５の５まで、４３６の１、４３６

の４から４３６の８まで、４３７の１、４３７の２、４３８の１、４３８の２、４３９、字下

ケ谷戸４４８の１、４５５の１、４５６の１、４５６の２、４５７の１、４５７の３、４５８、

４５９、４６０の１、４６６の１、４６６の２、４６７の１、４６７の２、４６８の１、 

４６８の２、４６９の１から４６９の６まで、４７０の１から４７０の６まで、４７１の６、

４７２の１から４７２の３まで、４７２の６から４７２の１７まで、４７３から４７６まで、

４７７の１から４７７の３まで、４７８の１から４７８の５まで、４７９、４８０、４８１の

１から４８１の３まで、４８２、４８３の１から４８３の６まで、４８４の１から４８４の４

まで、４８６の１、４８６の２３から４８６の２５まで、４８７の１、４８７の７から４８７

の１２まで、４８８の１から４８８の８までの各一部、４８９の一部、字阿間巖下４９０の一

部、４９１、４９２の１、４９２の２、４９３の１、４９５から４９９までの各一部、５００

から５０４まで、５０５の１、５０５の３から５０５の６まで、５０６の１から５０６の６ま

で、５０７、５０８、５０９の１、５０９の２、５０９の９から５０９の１７まで、５１４の

１から５１４の３まで、５１５の１から５１５の３まで、５１６の１から５１６の３まで、 

５１７の１、５１７の２、５１８の一部、字牛沼道５１９の一部、５２０の１、５２０の２の

一部、５２１の一部、５２４の１から５２４の３まで、５２５の１から５２５の３まで、 

５２６の１、５２６の１０から５２６の１２まで、５２８の３、５２９から５３２まで、 

５３７の１から５３７の３まで、５３８の１、５３８の４、５３８の８、字篠山５４７の１、

５４７の１６、５４９から５５３まで、５５５の２、５５７から５６１まで、５６２の１、 

５６２の９、５６２の１０、５６２の１６、５６２の１７、５６２の１９から５６２の２１ま

で、５６４の２、５６５、５６６、５６７の１、５６７の２、５６８の１、５６８の２、 

５６９の１から５６９の６まで、５６９の８、５７０の１、５７０の２、５７１の１から 

５７１の７まで、字中山５７２から５７６まで、５７７の１から５７７の９まで、５７８の２

から５７８の４まで、５７９、５８０、５８１の１から５８１の４まで、５８２、５８５の１、

５８５の２、５８６、５８７の１から５８７の１６まで、５８８、５８９、５９０の１から 

５９０の４まで、５９１の１から５９１の８まで、字生場５９２、５９３の１、５９３の２、

５９４から５９７まで、５９８の１、５９８の３、５９８の４、５９９の１、５９９の２、 

６００、６０２の１、６０２の２、６０３、６０４の１４、字屼山６０５、６０６、６０７の

１、６０７の２、６０８の１、６１１の１、６１２の１、６１２の３、６１２の５、６１３、

６１４、６１５の１、６１６、６１７、６１８の１、６１９の１、字上ノ台８００の４、 

８００の１３、８００の１４、８００の２４、８０１の２、８０１の４、８０２の１から 

- 4 -



 
 

８０２の６まで、８０２の８、８０２の９、８０２の１１、８０２の１２、８０３の１、 

８０３の５、８０５、８０６、８０７の２、８０７の５、８１０の１、８１１の１、８１１の

３、８１１の４、８１２の１、８１９の１、８２０から８２２まで、８２４の４、８２５、字

逢山８２６の１から８２６の８まで、８２７、８２８の１、８２９の２、８３０の１から 

８３０の５まで、８３１から８３３まで、８３４の１から８３４の６まで、８３５、８３６の

２、８３７から８３９まで、８４０の２、８４０の５、８４０の１５、８４１の１、８４１の

２、８４２、８４３、８４４の１５、８４５の１、８４５の２、８４６、８４７の１から 

８４７の３まで、８４８の１、８４８の２、８４８の４から８４８の７まで、字東境８４９の

２、８４９の３、８５０の２、８５０の３、８５１の２、８５２の３、８５２の６、８５５の

６から８５５の１１まで、８５７の１、８５７の５、８５７の１１、字茨原前８８３の２、 

８８５の１、８９０の１の一部、８９０の４、８９０の８、字北ノ台９０３の２、９０４の２、

９０５から９０７まで、９０８の７、９０８の１２、９０８の１６、９１５の１から９１５の

７まで、９１６の１、９２３の１、９２４の１、９２４の５から９２４の１８まで、９２５か

ら９２９まで、９３０の１、９３０の４、９３１、９３２の１、９３２の３、９３３の１、 

９３３の５、９３４の１、９３４の５、９３５の２及びこれらの区域に隣接介在する道路であ

る公有地の全部 

 

（令和７年１０月１日調査） 
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